


１． はじめに

公共工事の積算にあたっては，標準的な工事価

格が算定できるよう実態調査を行い，できる限り

実態に近づけるように積算基準を整備していま

す。

公共土木工事の積算体系は，直接工事費，共通

仮設費および現場管理費からなる間接工事費，な

らびに一般管理費等と消費税等相当額から構成さ

れます。

この中で，諸経費（共通仮設費，現場管理費，

一般管理費等）の積算は，直接工事費，純工事費

（直接工事費＋共通仮設費），工事原価（純工事費

＋現場管理費）に各々の諸経費率を乗じて算出す

る方法を用いています。

諸経費のうち，共通仮設費および現場管理費に

ついては，現場で必要な経費の実態調査※をして

おり，一般管理費等については個々の工事からは

国土交通省土木工事積算基準等
の改正について

図―１ 公共土木工事費の積算体系

国土交通省大臣官房技術調査課建設システム管理企画室
まるやま まさひろ

コスト評価係長 丸山 昌宏

積算基準類の改正

５６ 建設マネジメント技術 2008年 4月号



求めることができないため，企業の財務諸表に基

づいた調査を行っています。

※間接工事費については，毎年「間接工事費等諸経費動

向調査」を実施し，その結果を分析した上で間接工事費

率の改訂を行っています。

２． 間接工事費率の改訂について
（概要）

間接工事率（共通仮設費率，現場管理費率）に

ついては，下記の調査・解析手法により検討を行

い，現行の率式と調査データから得た率式とに乖

離が大きい場合に改正を行い，実態に即した経費

が算定できるよう，率式の改正を行っています。

【共通仮設費および現場管理費率式の検討方法】

・国土交通省では，農林水産省とも連携し，共通

仮設費および現場管理費の間接工事費の動向を

見るため，毎年，竣工した工事について間接工

事費の内訳を調べる実態調査を行っています。

・調査方法

! 調査対象工事

前年度に竣工した直轄工事から工種ごと，価格

帯ごとに抽出します。

" 調査の実施方法

抽出工事について，請負業者に対し調査票およ

び各種内訳書への記入を依頼し，工事完了後それ

らを回収し，その内容を確認の上，解析対象デー

タとします。

# 調査結果の解析

解析にあたっては，前年度に竣工した直轄工事

のデータを基本に，調査結果から得られる率式と

現行の率式とを比較して解析を実施します。

$ 改正の要件

解析の結果，必要なデータ数が確保され，得ら

れたデータの相関が高く，複数年同様の傾向を示

すなどの改正の要件を満足する工種について，実

態を反映する共通仮設費率，現場管理費率に改正

することとなります。

! 共通仮設費の工種区分の改訂

! 改訂内容

共通仮設費は，表―１に掲げる区分ごとに算定

することとなっていますが，工種内容について一

部見直し等を実施しました。

" 改訂結果

工種内容は，表―１に示すように改訂します。

" 技術管理費の積上げ費目の率化に関する改

訂

! 改訂内容

技術管理費のうち，品質証明費，コンクリート

非破壊試験費，単位水量試験費を率式に計上し解

析を行い，諸経費率の補正検討の結果，改訂する

こととなりました。

なお，現場管理費については，率式への影響が

小さいことから，率式の補正は行わないこととし

ました。

" 改訂結果

率式補正後の平成２０年度諸経費改訂を表―２に

示す。

表―１

工種区分 工 種 内 容

河川工事 河川工事にあって，次に掲げる工事
築堤工，掘削工，浚渫工，護岸工，特殊堤工，根固工，水制工，水路工，河床高水敷整正工，堤防地盤処
理工，河川構造物グラウト工，護岸工，光ケーブル配管工等の補修およびこれらに類する工事
ただし，河川高潮対策区間の河川工事については「海岸工事」とする

河川・道路構造物工
事

河川における構造物および道路における構造物にあって，次に掲げる工事
１．樋門（管）工，水（閘）門工，サイフォン工，床止（固）工，堰，揚排水機場，ロックシェッド（RC
構造），スノーシェッド（RC構造），防音（吸音・遮音）壁工，コンクリート橋，簡易組立橋梁，仮橋
・仮桟橋，PC橋（工場既製桁の場合）等の工事およびこれらの下部・基礎のみの工事

ただし，河川高潮対策区間における樋門（管）工，水（閘）門工については，「海岸工事」とする
２．橋梁の下部工，床版工のみの工事および橋梁（鋼橋は除く）の修繕，橋台・橋脚補強工事
３．ゴム伸縮継手（新設），床版打替工，沓座拡幅工，落橋防止工（RC構造），コンクリート橋の支承，高
欄設置工（コンクリート，石材等），旧橋撤去工（鋼橋コンクリート橋上下部），トンネル内装工（新設
トンネル）

４．１，２および３に類する工事
ただし，門扉等の工場製作および揚排水機場の上屋は除く

積算基準類の改正

建設マネジメント技術 2008年 4月号 ５７



工種区分 工 種 内 容

海岸工事 海岸工事にあって，次に掲げる工事
堤防工，突堤工，離岸堤工，消波根固工，海岸擁壁工，護岸工，樋門（管）工，河口浚渫，水（閘）門
工，養浜工，堤防地盤処理工およびこれらに類する工事

河川高潮対策区間の河川工事にあって，次に掲げる工事
築堤工，掘削工，浚渫工，護岸工，特殊堤工，根固工，水制工，水路工，河床高水敷整正工，堤防地盤処
理工，河川構造物グラウト工，樋門（管）工，水（閘）門工，光ケーブル配管工，護岸工等の補修および
これらに類する工事

道路改良工事 道路改良工事にあって，次に掲げる工事
土工，擁壁工，函（管）渠工，側溝工，山止工，法面工，落石防止柵工，雪崩防止柵工，道路地盤処理
工，標識工，防護柵工およびこれらに類する工事

鋼橋架設工事 鋼橋等の運搬架設，塗装および修繕に関する工事にあって，次に掲げる工事
１．鋼橋架設工，鋼橋塗装工，鋼橋塗替工，鋼橋桁連結工，橋梁検査路設置工，高欄設置工（鋼製・アルミ
等），橋梁補修工（鋼板接着・増桁），スノーシェッド（鋼構造），ロックシェッド（鋼構造），落橋防止
工（RC構造以外），鋼橋の支承，道路付属物を除く鋼構造物塗替工（水門，樋門，樋管，排水機場等）

２．簡易組立橋の塗装工事およびこれらに類する工事

PC橋工事 工事現場におけるPC桁の製作（工場製作桁は除く），架設および製作架設に関する工事

舗装工事 舗装の新設，修繕工事にあって，次に掲げる工事
セメントコンクリート舗装工，アスファルト舗装工，セメント安定処理路盤工，アスファルト安定処理路
盤工，砕石路盤工，凍上抑制層工，コンクリートブロック舗装工，路上再生処理工，切削オーバーレイ工
およびこれらに類する工事
ただし，小規模（パッチング等）な工事で施工個所が点在する工事は除く

共同溝等工事 ! 共同溝および地下立体交差工事（地下駐車場，地下横断歩道等）にあって，次に掲げる工事
施工方法がシールド工法または作業員が内部で作業する推進工法による工事

" 共同溝および地下立体交差工事（地下駐車場，地下横断歩道等）にあって，次に掲げる工事
施工方法が開削工法による工事

トンネル工事 トンネルに関する工事にあって，次に掲げる工事
１．トンネル工事
２．施工方法がシールド工法または作業員が内部で作業する推進工法による工事
ただし，本体工を完成後別件で照明設備，舗装，側溝等を発注する場合，または併用開始後の照明設備，
吹付け，舗装，修繕工事等は除く

砂防・地すべり等工
事

砂防，地すべり工事および急傾斜地崩壊防止施設工事にあって，次に掲げる工事
堰堤工，流路工，山腹工，抑制工，抑止工，床固工，落石なだれ防止工，集水井工，集排水井ボーリング
工，排水トンネル工およびこれらに類する工事

道路維持工事 道路にあって，次に掲げる工事
１．伸縮継手補修工，道路附属物塗替工，防雪柵設置撤去工※１，トンネル漏水防止工，トンネル内装工（供
用トンネル），路面切削工，高欄取替工，路面工，法面工等の維持・補修※２に関する工事

２．道路標識※１，道路情報施設，電気通信設備，防護柵※１，樹木等および区画線等の設置
３．除草，除雪，清掃および植栽等の緑地管理に関する作業
４．１，２および３に類する工事
※１：局部的新設，復旧・更新を主とする場合に適用
※２：法面工の補修については局部的な場合に適用する

河川維持工事 河川維持工事（河川高潮対策区間の工事を含む）にあって，次に掲げる工事
１．堤防天端・法面等の補修工事
２．標識，境界杭，防護柵および駒止め等の設置
３．道路における電気通信設備以外の当該設備工事
４．河川の伐開，除草，清掃，芝養生，水面清掃等の作業
５．１，２，３および４に類する工事

下水道工事 ! 下水道に関する工事にあって，次に掲げる工事
施工方法がシールド工法または作業員が内部で作業する推進工法による管渠工事

" 下水道に関する工事にあって，次に掲げる工事
施工方法が開削工法または小口径の推進工法による管渠工事

# 下水道に関する工事にあって，次に掲げる工事
ポンプ場工事，処理工事およびこれらに類する工事

公園工事 公園および緑地の造成整備に関する工事にあって，次に掲げる工事
敷地造成工，園路広場工，植樹工，除草工，芝付工，花壇工，日陰棚工，ベンチ工，池工，遊戯施設工，
運動設備工，標識工およびこれらに類する工事

コンクリートダム工
事

コンクリートダム本体を主体とする工事

フィルダム工事 フィルタイプでダム本体を主体とする工事

電線共同溝工事 電線共同溝に関する工事

情報ボックス工事 情報ボックスに関する工事（耐火防護も含む）
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３． おわりに

国土交通省土木工事積算基準等の改正について

は，国土交通省ホームページの記者発表に掲載さ

れています。

表―２
費 目 改訂内容 共通仮設費率 現場管理費率
対象額（P） ６００万円

以下 ６００万円を超え１０億円以下 １０億円を
超えるもの

７００万円
以下 ７００万円を超え１０億円以下 １０億円を

超えるもの
適用区分

工種区分
改訂内容下記の率とする

A×Pb により算定された率とす
る。ただし，変数値は下記による。 下記の率

とする
下記の率
とする

A×Pb により算定された率とす
る。ただし，変数値は下記による。 下記の率

とする
A b A b

河川工事

率化移行
による
補正

１２．５３％ ２３８．６ －０．１８８８ ４．７７％ ３６．７８％ ８３２．３ －０．１９７９ １３．７８％
１２．５１％ ２３８．３ －０．１８８８ ４．７６％ ３６．７８％ ８３２．３ －０．１９７９ １３．７８％

河川・道路構造物
工事

２６．９４％ ６，９０７．７ －０．３５５４ ４．３７％ ２５．０５％ ３８．７ －０．０２７６ ２１．８４％
２６．７８％ ６，８６７．５ －０．３５５４ ４．３５％ ２５．０５％ ３８．７ －０．０２７６ ２１．８４％

海岸工事 １３．０８％ ４０７．９ －０．２２０４ ４．２４％ ２３．９９％ ７６．４ －０．０７３５ １６．６６％
１３．０６％ ４０７．３ －０．２２０４ ４．２３％ ２３．９９％ ７６．４ －０．０７３５ １６．６６％

道路改良工事 １２．７８％ ５７．０ －０．０９５８ ７．８３％ ２８．６７％ ５６．２ －０．０４２７ ２３．２０％
１２．７６％ ５６．９ －０．０９５８ ７．８１％ ２８．６７％ ５６．２ －０．０４２７ ２３．２０％

鋼橋架設工事 ２６．１０％ ６３３．０ －０．２０４３ ９．１８％ ３４．２０％ ７７．５ －０．０５１９ ２６．４４％
２５．９６％ ６２９．７ －０．２０４３ ９．１３％ ３４．２０％ ７７．５ －０．０５１９ ２６．４４％

PC橋工事 ２７．０４％ １，６３６．８ －０．２６２９ ７．０５％ ２５．８９％ ８２．２ －０．０７３３ １８．００％
２６．９５％ １，６３１．２ －０．２６２９ ７．０２％ ２５．８９％ ８２．２ －０．０７３３ １８．００％

舗装工事 １７．０９％ ４３５．１ －０．２０７４ ５．９２％ ３４．７７％ ４６０．４ －０．１６３９ １５．４２％
１７．０６％ ４３４．４ －０．２０７４ ５．９１％ ３４．７７％ ４６０．４ －０．１６３９ １５．４２％

砂防・地すべり等
工事

１５．１９％ ６２４．５ －０．２３８１ ４．４９％ ３９．８１％ ９５９．４ －０．２０１９ １４．６２％
１５．１７％ ６２３．４ －０．２３８１ ４．４９％ ３９．８１％ ９５９．４ －０．２０１９ １４．６２％

公園工事 １０．８０％ ４８．０ －０．０９５６ ６．６２％ ３７．３８％ ２８２．４ －０．１２８３ １９．７８％
１０．７７％ ４７．９ －０．０９５６ ６．６１％ ３７．３８％ ２８２．４ －０．１２８３ １９．７８％

電線共同溝工事 ９．９６％ ４０．０ －０．０８９１ ６．３１％ ５０．５２％ １，５８１．６ －０．２１８５ １７．０８％
９．９３％ ３９．９ －０．０８９１ ６．３０％ ５０．５２％ １，５８１．６ －０．２１８５ １７．０８％

情報BOX工事 １８．９３％ ４９４．９ －０．２０９１ ６．５０％ ４７．１１％ １，１７７．３ －０．２０４２ １７．１０％
１８．９２％ ４９４．５ －０．２０９１ ６．４９％ ４７．１１％ １，１７７．３ －０．２０４２ １７．１０％

対象額（P） ６００万円
以下 ６００万円を超え１億円以下 １億円を

超えるもの
７００万円
以下 ７００万円を超え１億円以下 １億円を

超えるもの
適用区分

工種区分
改訂内容下記の率とする

A×Pb により算定された率とす
る。ただし，変数値は下記による。 下記の率

とする
下記の率
とする

A×Pb により算定された率とす
る。ただし，変数値は下記による。 下記の率

とする
A b A b

道路維持工事 率化移行
による
補正

１６．６４％ ３４，５９６．３ －０．４８９５ ４．２０％ ３８．７９％ ２５３．５ －０．１１９１ ２８．２６％
１６．６１％ ３４，５３８．２ －０．４８９５ ４．１９％ ３８．７９％ ２５３．５ －０．１１９１ ２８．２６％

河川維持工事 ８．３４％ ２６．８ －０．０７４８ ６．７６％ ３１．９９％ １３３．０ －０．０９０４ ２５．１６％
８．３１％ ２６．７ －０．０７４８ ６．７３％ ３１．９９％ １３３．０ －０．０９０４ ２５．１６％

対象額（P） １，０００万
円以下 １，０００万円を超え２０億円以下 ２０億円を

超えるもの
１，０００万
円以下 １，０００万円を超え２０億円以下 ２０億円を

超えるもの
適用区分

工種区分
改訂内容下記の率とする

A×Pb により算定された率とす
る。ただし，変数値は下記による。 下記の率

とする
下記の率
とする

A×Pb により算定された率とす
る。ただし，変数値は下記による。 下記の率

とする
A b A b

共同溝等工事!

率化移行
による
補正

８．８６％ ６８．３ －０．１２６７ ４．５３％ ４４．６７％ ２８２．８ －０．１１４５ ２４．３５％
８．８５％ ６８．２ －０．１２６７ ４．５２％ ４４．６７％ ２８２．８ －０．１１４５ ２４．３５％

共同溝等工事" １３．７９％ ９２．５ －０．１１８１ ７．３７％ ３４．１９％ ８３．９ －０．０５５７ ２５．４５％
１３．７６％ ９２．３ －０．１１８１ ７．３６％ ３４．１９％ ８３．９ －０．０５５７ ２５．４５％

トンネル工事 ３１．８７％ ５，３８８．７ －０．３１８３ ５．９０％ ３７．４３％ １２０．８ －０．０７２７ ２５．４６％
３１．３７％ ５，３０４．０ －０．３１８３ ５．８１％ ３７．４３％ １２０．８ －０．０７２７ ２５．４６％

下水道工事! １２．８５％ ４２２．４ －０．２１６７ ４．０８％ ２８．４５％ ３３．１ －０．００９４ ２７．０６％
１２．８４％ ４２２．２ －０．２１６７ ４．０７％ ２８．４５％ ３３．１ －０．００９４ ２７．０６％

下水道工事" １３．３２％ ４８５．４ －０．２２３１ ４．０８％ ３３．３０％ １６０．８ －０．０９７７ １９．８４％
１３．３０％ ４８４．８ －０．２２３１ ４．０８％ ３３．３０％ １６０．８ －０．０９７７ １９．８４％

下水道工事# ７．６４％ １３．５ －０．０３５３ ６．３４％ ２８．３３％ ３６．９ －０．０１６４ ２５．９７％
７．５９％ １３．４ －０．０３５３ ６．２９％ ２８．３３％ ３６．９ －０．０１６４ ２５．９７％

対象額（P） ３億円
以下 ３億円を超え５０億円以下 ５０億円を

超えるもの
３億円
以下 ３億円を超え５０億円以下 ５０億円を

超えるもの
適用区分

工種区分
改訂内容下記の率とする

A×Pb により算定された率とす
る。ただし，変数値は下記による。 下記の率

とする
下記の率
とする

A×Pb により算定された率とす
る。ただし，変数値は下記による。 下記の率

とする
A b A b

コンクリートダム
（建＋農）工事 率化移行

による
補正

１２．２９％ １０５．２ －０．１１ ９．０２％ ２１．１８％ ２２３．９ －０．１２０８ １５．０８％
１２．２５％ １０４．９ －０．１１ ８．９９％ ２１．１８％ ２２３．９ －０．１２０８ １５．０８％

フィルダム（建＋
農）工事

７．５７％ ４３．７ －０．０８９８ ５．８８％ ３１．２１％ １２１．９ －０．０６９８ ２５．６５％
７．５６％ ４３．６ －０．０８９８ ５．８７％ ３１．２１％ １２１．９ －０．０６９８ ２５．６５％

（注） 上段：解析による共通仮設費率・現場管理費率
下段：現行率式

積算基準類の改正
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